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中
小
企
業
の
事
業
主

の
か
た
へ

　

令
和
５
年
４
月
１
日
か

ら
、
月
60
時
間
を
超
え
る

時
間
外
労
働
に
対
す
る
割

増
賃
金
率
が
25
％
か
ら

50
％
以
上
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

　

詳
し
く

は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く

か
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監

督
署
の
労
働
時
間
相
談
・
支

援
コ
ー
ナ
ー
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先　

岸
和
田
労
働
基

準
監
督
署
☎
０
７
２
・
４
９

８
・
１
０
１
４

11
月
は
「
労
働
保
険
適

用
促
進
強
化
期
間
」
労

働
保
険
に
加
入
し
ま

し
ょ
う

●
雇
用
保
険
に
は
、
失
業
時

の
給
付
や
高
年
齢
雇
用
継
続

給
付
・
育
児
休
業
給
付
な
ど

在
職
中
の
給
付
と
、
事
業
主

に
対
す
る
各
種
助
成
金
制
度

が
あ
り
ま
す
。

●
雇
用
保
険
は
、
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
に
つ
い
て
次
の
①
②

を
満
た
せ
ば
加
入
が
必
要
で
す
。

①
週
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間

以
上
で
あ
る
②
31
日
以
上
の
雇

用
の
見
込
み
が
あ
る

●
労
災
保
険
に
は
、
業
務
中
の

災
害
や
通
勤
途
中
の
災
害
に
対

す
る
給
付
、
労
働
者
の
福
祉
増

進
事
業
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先　

労
災
保
険
に
つ
い

て：

岸
和
田
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
７
２
・
４
９
８
・
１
０
１

４
、
雇
用
保
険
に
つ
い
て：

ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
岸
和
田
☎
０
７

２
・
４
３
１
・
５
５
４
１

(

＃
21)

　

特
設
人
権
相
談

　

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る

人
権
相
談
を
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
、
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。

日
時　

12
月
１
日(

木)

午

前
10
時
～
午
後
４
時

場
所
・
問
合
せ
先　

人
権

政
策
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
１
６
０
、
ID
７
０
０

８

 

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト　

 
 

ラ
イ
ン
強
化
週
間

　　

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

期
間　

11
月
18
日(

金)

～
24

日(

木)

午
前
８
時
30
分
～
午

後
７
時

※

た
だ
し
、
19
日(

土)

・
20

日(

日)

・
23
日(

水)

は
、
午

前
10
時
～
午
後
５
時

相
談
専
用　

☎
０
５
７
０
・

０
７
０
・
８
１
０

問
合
せ
先　

大
阪
法
務
局
人

権
擁
護
部
第
三
課
☎
06
・
６

９
４
２
・
９
４
９
６

　　

空
き
家
無
料
相
談
会

 　

専
門
家
の
宅
地
建
物
取
引

士
や
土
地
家
屋
調
査
士
が
対

応
し
ま
す
。

日
時　

11
月
29
日(

火)

午
後

１
時
～
４
時(

１
組
30
分
程

度)場
所　

市
役
所
５
階
相
談
室

兼
会
議
室

定
員　

４
組(

定
員
に
な
り

次
第
締
切)

予
約
・
問
合
せ
先　

ま
ち
づ

く
り
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
２
１
４

　

税
理
士
無
料
相
談
会

日
時　

11
月
18
日
、
12
月
２

日
、
金
曜
午
後
１
時
～
４
時

場
所　

貝
塚
市
役
所
１
階
市

民
相
談
室

予
約
・
問
合
せ
先　

近

畿
税
理
士
会
岸
和
田
支

部
☎
０
７
２
・
４
３

６
・
０
５
６
７

行

政

書

士

の

相

続
・
遺
言
無
料
相

談
会

日
時　

11
月
22
日(

火)

午
後
１
時
～
４
時

場
所　

貝
塚
市
役
所
１

階
市
民
相
談
室

予
約
・
問
合
せ
先　

大

阪
府
行
政
書
士
会
泉
州

支
部
☎
０
７
２
・
４
５

７
・
９
１
８
６

借
金
問
題
解
決
の
た
め
の

土
・
日
無
料
相
談
会

　

近
畿
財
務
局
・
大
阪
府
・
大

阪
弁
護
士
会
に
よ
る
相
談
会
で

す
。

日
時　

12
月
10
日(

土)

・
11
日

(

日)

午
前
10
時
～
午
後
４
時

相
談
方
法　

弁
護
士
に
よ
る
面

談(

要
予
約)

場
所
・
予
約
・
問
合
せ
先

近
畿
財
務
局
☎
06
・
６
９
４

９
・
６
５
２
３

民
事
調
停
手
続
無
料
相
談
会

　

交
通
事
故
・
貸
借
金
・
近
隣

ト
ラ
ブ
ル
・
損
害
賠
償
な
ど
民

事
調
停
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。
申
込
は
不
要
で
す
。

日
時　

11
月
16
日(

水)

午
後
１

時
～
３
時　

場
所　

和
泉
シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
南

棟
２
階
相
談
室
４(

和
泉
市)

問
合
せ
先　

大
阪
民
事
調
停
協

会
☎
06
・
６
３
６
３
・
３
０
９

１事
件
・
事
故
の
被
害
者
の

か
た
へ
無
料
相
談
・
支
援

　　

事
件
・
事
故
の
被
害
に
あ
わ

れ
た
か
た
へ
の
相
談
、
付
添
い

日曜特設一般相談は第１・３日曜に予約制で実施【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

　このセミナーは、「特定創業支援等事業」に認定

されています。受講者は、岸和田市・貝塚市・泉佐

野市で創業した場合に支援制度が受けられます。

日時　①11月15日(火)：経営②11月30日(水)：販路

開拓・人材育成③12月７日(水)：財務④12月16日

(金)：経営・販路開拓・人材育成・財務、いずれも

午後６時30分～８時30分

場所　泉佐野商工会議所(泉佐野市市場西３-２-34)

対象　開業・創業を目指すかた

受講料　3,300円(税込)

定員　20人(定員になり次第締切)

申込　①氏名②郵便番号・住所③電話番号④メール

アドレスを電話で

締切　11月８日(火)

申込・問合せ先　泉佐野商工会議所

　　　　　　　　☎072ー462ー3128

日時　11月20日(日)午前10時～午後４時
場所　浪切ホール祭りの広場・岸和田カンカンベ
イサイドモール(岸和田市)
内容　不動産無料一般相談・泉州のまちのPRブー
ス(貝塚市参加)・泉州のゆるきゃら大集合！(つ
げさんも参加)・ビンゴ大会・献血・AED講習・ダ
ンス大会・屋台など
問合せ先　大阪府宅地建物取引業協会泉州支部　
☎072－438－9001

2022創業セミナー
あなたのチャレンジを応援します！

第39回不動産無料一般相談フェア
チャリティイベント

★土･日･祝日は休み。相談は無料です 市代表番号☎072－423－2151

問合せ先日　　　　時 日　　時

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分
～午後５時15分

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)

午前11時～午後５時

相　　談 問合せ先

午前10時～正午
午後１時～４時30分
☎433-7190(相談専用)

就労相談

消費者相談

医療相談

ひと・ふれあいセンター

☎422-7523

広報交流課
☎433-7232

相　　談

一般相談

法律相談

行政相談

生活困窮者
自立支援相談

総合生活相談

人権相談

家庭児童相談

進路選択支援相談
(奨学金など)

母子
父子相談

市民相談室

☎433-7085

☎433-7086

子ども福祉課

①医療福祉相談(要予約)

②各種医療相談(要予約)

・がん・医療看護・女性専門・薬事

・栄養・医療安全・禁煙

※時間は申込時にご確認ください。

③認定看護師による総合看護相談

平日午前９時～正午(予約不要)

午前９時～午後５時15分

午前９時～午後５時15分

多重債務相談
毎週火曜(要予約)

午前10時・午後１時・３時

人権擁護委員による相談は、
午後１時～４時
第１・３金曜：岸和田市立男女共同
　　　　　　　参画センター
第４水曜：貝塚市役所人権政策課

ハート交流館
☎432-5959

貝塚病院

☎422-5865
(代表)

第２・４月曜(要予約)
午後１時～４時

女性相談

月・水・木曜
午前９時15分～午後４時45分

☎0120-222-674
教育相談

教育相談室
☎433-7110

人権政策課

人権政策課
☎433-7160

☎433-7160

☎433-7021

☎433-7022

第１～４木曜、午後１時～
４時30分[要予約。２週間
前から受付]

な
ど
の
支
援
を
し
て
い
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

相
談
電
話　

①
06
・
６
７
７

４
・
６
３
６
５
、
月
～
金
曜
午

前
10
時
～
午
後
４
時(

祝
日
・

年
末
年
始
除
く)

②
０
５
７

０
・
７
８
３
・
５
５
４
、
３
６

５
日
午
前
７
時
30
分
～
午
後
10

時(

年
末
年
始
除
く)

問
合
せ
先　

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

大
阪
被
害
者
支
援
ア
ド
ボ
カ

シ
ー
セ
ン
タ
ー
☎
06
・
６
７
７

４
・
６
３
６
５

ホームページ

新庁舎旧庁舎
(解体中)

第
２
別
館

別館

コスモスシアター

バ
ス
通
路

問合せ先　総務課☎072－433－7073

相　談

　新庁舎の外構整備に伴い、12月初旬から
来庁者駐車場の位置が一部変更になりま
す。
　また、11月10日(木)～30日(水)まで庁舎寄
り通路(※)が通行止めとなるほか、11月14
日(月)～12月４日(日)まで保健・福祉合同
庁舎の駐車場が使用停止となります。
　工事期間中は大変ご迷惑をおかけします
が、ご協力をお願いします。

仮設
駐車場

仮
設
駐
車
場

仮設駐車場が
一部変更になります

(※)

広告


